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同
性
婚
に
関
す
る
違
憲
判
決
後
の
法
務
省
の
対
応
方
針
及
び
過
去
の
民
法
違
憲
判
決
に
お
け
る
検
討
・
審
議
期

間
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

性
的
指
向
や
性
自
認
に
か
か
わ
ら
ず
、
す
べ
て
の
人
が
尊
厳
を
も
っ
て
生
き
ら
れ
る
社
会
の
実
現
が
重
要
で
あ
る
。 

 

現
在
、
同
性
婚
を
認
め
な
い
現
行
民
法
及
び
戸
籍
法
の
規
定
が
憲
法
十
三
条
、
十
四
条
、
二
十
四
条
等
に
違
反
す
る
と
の
司

法
判
断
が
相
次
い
で
お
り
、
最
高
裁
判
所
に
お
い
て
も
違
憲
性
が
争
わ
れ
て
い
る
。
仮
に
最
高
裁
が
違
憲
判
決
を
下
し
た
場

合
、
法
務
省
は
速
や
か
に
民
法
等
の
改
正
を
検
討
・
実
施
す
る
責
務
を
負
う
。 

 

過
去
に
も
、
民
法
の
規
定
に
対
し
て
違
憲
判
決
が
出
さ
れ
た
事
例
が
存
在
す
る
。
た
と
え
ば
、
民
法
七
百
三
十
三
条
（
女
性

の
再
婚
禁
止
期
間
）
に
つ
い
て
、
最
高
裁
は
平
成
二
十
七
年
十
二
月
十
六
日
に
「
百
日
を
超
え
る
部
分
は
違
憲
」
と
判
断
し
、

そ
の
後
、
約
半
年
後
の
平
成
二
十
八
年
六
月
一
日
に
改
正
民
法
が
成
立
し
て
い
る
。 

 

ま
た
、
旧
優
生
保
護
法
に
基
づ
く
強
制
不
妊
手
術
に
関
す
る
訴
訟
で
は
、
民
法
七
百
二
十
四
条
後
段
の
「
二
十
年
除
斥
期

間
」
の
適
用
が
憲
法
十
七
条
に
違
反
す
る
と
の
主
張
が
争
わ
れ
た
事
例
も
あ
る
。 

 

こ
れ
ま
で
様
々
な
国
会
議
員
か
ら
政
府
に
は
国
会
の
審
議
の
場
や
質
問
主
意
書
で
本
件
に
つ
い
て
の
政
府
の
今
後
の
対
応
に

つ
い
て
問
わ
れ
て
い
る
と
認
識
し
て
い
る
が
、
政
府
か
ら
は
、
ま
だ
訴
訟
が
地
方
裁
判
所
で
争
わ
れ
て
い
る
段
階
で
あ
り
、
国
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民
的
議
論
の
進
展
を
見
守
る
趣
旨
の
回
答
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
最
高
裁
判
所
に
お
い
て
訴
訟
が
上
が
っ
て
い
る
現
在
、
そ
の

よ
う
な
受
け
身
の
回
答
で
は
な
く
、
来
る
べ
き
最
高
裁
判
所
の
判
決
に
備
え
て
、
よ
り
具
体
的
な
対
応
を
法
務
省
と
し
て
も
検

討
し
て
い
る
段
階
と
認
識
し
て
い
る
。 

 

こ
れ
ら
の
事
例
を
踏
ま
え
、
法
務
省
が
違
憲
判
決
後
に
ど
の
よ
う
な
検
討
・
審
議
期
間
を
経
て
法
改
正
を
行
っ
た
の
か
、
ま

た
今
後
同
性
婚
に
関
す
る
違
憲
判
決
が
出
た
場
合
に
ど
の
よ
う
な
タ
イ
ム
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
で
対
応
を
取
る
の
か
を
明
確
に
す
る

必
要
が
あ
る
。 

 

性
的
少
数
者
の
権
利
保
障
は
、
抽
象
的
な
理
念
で
は
な
く
、
現
実
に
生
き
る
人
々
の
人
生
に
直
結
す
る
問
題
で
あ
る
。
法
務

省
に
は
、
当
事
者
の
声
を
真
摯
に
受
け
止
め
、
具
体
的
か
つ
迅
速
な
対
応
を
求
め
た
い
。 

 

次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。 

一 

過
去
二
十
五
年
間
に
お
い
て
、
民
法
の
規
定
に
対
し
て
違
憲
判
決
が
出
さ
れ
た
事
例
（
例
：
民
法
七
百
三
十
三
条
、
民
法

七
百
二
十
四
条
後
段
等
）
に
つ
い
て
、
法
務
省
が
判
決
後
に
改
正
案
を
国
会
に
提
出
す
る
ま
で
に
要
し
た
検
討
・
審
議
期
間

を
そ
れ
ぞ
れ
具
体
的
に
示
さ
れ
た
い
。 

二 

右
記
の
事
例
に
お
い
て
、
法
務
省
が
判
決
を
受
け
て
実
施
し
た
検
討
会
議
、
審
議
会
、
関
係
省
庁
と
の
協
議
等
の
プ
ロ
セ



 

３ 

 

ス
に
つ
い
て
、
開
催
日
、
回
数
、
参
加
者
、
議
事
概
要
を
含
め
て
、
可
能
な
限
り
詳
細
に
示
さ
れ
た
い
。 

三 
現
在
係
属
中
の
同
性
婚
に
関
す
る
違
憲
訴
訟
に
お
い
て
、
最
高
裁
判
所
が
違
憲
判
決
を
出
し
た
場
合
、
法
務
省
は
民
法
等

の
改
正
に
向
け
て
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
検
討
を
行
っ
て
い
く
の
か
、
政
府
の
考
え
を
示
さ
れ
た
い
。
検
討
開
始
時
期
、
関

係
機
関
と
の
調
整
、
改
正
案
の
策
定
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
含
め
て
明
示
さ
れ
た
い
。 

四 

右
記
の
検
討
に
お
い
て
、
「
適
宜
検
討
し
て
い
く
」
「
関
係
機
関
と
調
整
し
な
が
ら
対
応
す
る
」
等
の
抽
象
的
・
曖
昧
な

答
弁
で
は
な
く
、
具
体
的
な
期
限
、
実
施
予
定
、
責
任
部
署
を
明
記
し
た
回
答
を
求
め
る
。
法
務
省
と
し
て
、
違
憲
判
決
後

に
迅
速
か
つ
具
体
的
な
法
改
正
を
行
う
責
任
が
あ
る
と
の
認
識
が
あ
る
か
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。
少
な
く
と
も
質

問
一
で
問
う
た
過
去
二
十
五
年
間
の
民
法
の
規
定
に
か
か
る
違
憲
判
決
が
出
さ
れ
た
事
例
と
同
程
度
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
で
対

応
す
る
の
か
を
明
確
に
示
さ
れ
た
い
。 

 

本
質
問
は
、
憲
法
に
基
づ
く
婚
姻
の
自
由
と
法
の
下
の
平
等
を
保
障
す
る
観
点
か
ら
、
違
憲
判
決
後
の
迅
速
か
つ
的
確
な
法

整
備
を
促
す
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
抽
象
的
な
答
弁
で
は
な
く
、
具
体
的
か
つ
時
期
を
明
示
し
た
誠
実
な
回
答
を
求
め
る
。
し

た
が
っ
て
、
本
質
問
主
意
書
へ
の
答
弁
に
つ
い
て
「
最
高
裁
の
判
決
を
踏
ま
え
て
適
切
に
対
応
し
て
ま
い
り
た
い
」
等
の
抽
象

的
な
回
答
で
あ
っ
た
場
合
は
、
再
度
質
問
主
意
書
を
提
出
す
る
こ
と
を
申
し
添
え
る
。 
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右
質
問
す
る
。 


